
さ
れ
る
。

フ
タ
ロ
ノ
カ
ξ

袋
の
静
河
北
部
袋
村
の
祉
を

い
ふ
。
金
城
深
秘
録
に
、
覚
永
九
年
板
同
居
兵
四
郎
が

際
川
の
水
を
金
制
作
に
引
い
た
こ
と
を
叙
し
た
後
、
『
右

板
屋
兵
四
郎
頭
取
、
共
以
下
都
合
九
人
に
亡
忽
共
功

成
、
希
代
之
者
也
。
御
成
就
之
上
、
九
人
共
牢
舎
被

仰
付
置
候
践
、
一
人
不
思
議
之
事
有
之
逃
出
候
酬
明
承

候
。
年
古
き
事
に
候
腕
、
上
方
に
耐
出
合
、
右
之
明

た
ま
/
¥
仕
る
よ
し
な
れ
ど
も
、
依
り
慨
多
き
事
故

略
之
。
共
儲
に
被
指
也
候
得
ば
]
若
他
附
民
館
越
相

洩
可
申
哉
之
旨
に
而
、
右
之
迦
被
仰
付
候
欺
。
八
人

之
者
袋
村
の
紳
に
説
徳
ら
れ
候
問
。
夫
故
開
帳
有
之

候
節
は
、
果
耐
鐙
事
有
之
と
申
事
。
』
と
記
し
、
兵
四

郎
等
が
殺
害
さ
れ
て
袋
の
跡
に
紺
ら
れ
た
如
き
こ
と

、
述
べ
る
が
、
そ
れ
は
服
訟
で
あ
る
o

J
イ
タ
ヤ
ヒ
ョ

ウ
ジ
ロ
ウ
板
屋
兵
四
郎
。

フ
タ
ロ
バ
タ
ケ
袋
畠
.
石
川
郡
大
野
庄
に
閥
即
す

る
部
wm

。

フ
タ
ロ
マ
チ
袋
町
金
制
仰
の
町
名
で
、
本
町
の

内
の
一
つ
で
あ
る
。
鶴
併
に
、
此
の
町
の
一
胸
端
が
直

角
に
刷
曲
し
て
恰
も
袋
の
如
く
で
あ
る
か
ら
名
を
得

た
と
い
ふ
。

フ
タ
ロ
ヤ
ト
タ
ホ
袋
屋
徳
帝
京
都
の
人
。
前

田
利
協
の
時
袋
物
製
作
の
用
命
を
翠
じ
、
寛
永
十
一

年
利
崎
市
上
洛
の
時
に
は
そ
の
家
に
憩
ひ
、
一
叉
底
茶
・
築

に
随
伴
し
た
。
徳
甫
の
子
徳
mm
家
を
嗣
ぎ
、
加
賀
滞

か
ら
合
力
金
参
枚
を
受
け
た
。

フ
タ
キ
扇
舟
羽
咋
郡
土
岡
庄
に
邸
す
る
部
一
務
。

フ
タ
ヰ
イ
チ
ザ
エ
モ
ン
鼠
持
市
左
衛
門
金
縛

の
白
銀
師
で
、
.
後
藤
飴
来
の
門
に
祭
び
、
巧
手
で
あ

っ
た
。フ

タ
キ
ト
サ
語
弁
土
佐
伊
勢
外
宮
の
御
師
。

度
曾
氏
で
、
批
々
一
樹
宜
に
繍
せ
ら
れ
る
家
柄
で
あ
っ

フ
ク
l

フ
ケ

i
，
 

た
。
前
倒
利
家
の
時
、
土
佐
の
焚
奥
左
衛
門
に
宛
て

羽
咋
郡
入
峨
座
主
村
・
磁
波
都
宮
腰
村
の
地
を
前
領

と
し
て
ゆ
前
進
し
た
。
鹿
長
十
六
年
芳
春
院
夫
人
が
江

戸
か
ら
伊
勢
欝
宮
を
行
う
た
と
き
も
、
山
田
に
於
い

て
奥
左
衛
門
方
に
宿
せ
ら
れ
た
と
あ
る
。
是
を
以
て

後
ま
で
も
、
務
侯
が
伊
勢
へ
代
容
を
援
す
る
時
は
、

使
者
が
そ
の
家
に
入
り
、
・
土
佐
揺
出
で
L
祈
穏
を
行

ひ
、
使
者
を
し
て
拝
砲
を
行
は
し
め
、
そ
の
最
花
銀

を
受
納
す
る
例
で
あ
っ
た
。
内
宮
の
御
師
挺
大
夫
も

加
賀
務
か
ら
紳
領
を
寄
進
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
務
の

使
者
の
録
に
祈
躍
を
行
ふ
こ
と
が
な
か
っ
た
。
縞
弁

大
夫
は
叉
金
持
新
町
に
伊
勢
の
依
箆
と
い
ふ
を
設

け
、
毎
年
千
皮
の
放
・
高
度
の
放
を
賢
し
、
士
腐
の

家
へ
最
花
鋭
の
多
少
に
従
う
て
頒
布
し
た
が
、
之
は

続
け
る
も
の
が
僅
少
で
あ
っ
た
。

フ
タ
ヲ
カ
諸
問
能
楽
部
板
津
郷
に
臨
す
る
部

落
。

縮
問

石
川
部
河
内
庄
に
臨
す
る
部

フ
タ
ヲ
カ

務。
フ
タ
ヲ
カ
カ
ツ
ノ
リ
福
岡
勝
準
大
型
寺
滞
士
。

児
玉
平
総
則
忠
の
三
男
。
逝
務
際
之
助
・
丹
臓
。
事
は

子
捕
、
東
郭
と
披
し
、
知
行
百
五
十
石
を
領
し
た
。

勝
単
蹄
く
経
史
に
通
じ
、
録
ね
て
和
感
を
能
く
し
、

資
性
忠
原
作
越
で
あ
っ
た
か
ら
、
究
政
元
年
務
主
前

田
利
純
は
之
に
命
じ
て
世
子
利
考
の
師
た
ら
し
め

た
。
こ
L
に
於
い
て
勝
準
日
夜
側
に
侍
し
て
敬
等
し
、

果
に
管
服
せ
ら
れ
て
先
弓
顕
に
室
。
、
務
士
亦
そ
の

門
に
感
ぶ
も
の
が
多
か
っ
た
。
亭
和
三
年
正
刃
サ
三

日
江
戸
に
授
。
文
政
十
二
年
三
足
利
般
の
門
人
山
中

留
王
寺
の
僻
某
、
水
無
山
に
そ
の
碑
を
樹
て
、
天
冊
肘

道
人
之
惑
と
刻
し
た
。

フ
タ
ヲ
カ
ジ
ョ
ウ
穏
岡
按
ま
た
結
城
鐙
と
い

ひ
、
石
川
郡
顧
問
に
在
っ
た
。
貞
利
以
来
藤
原
重
宗

河
内
庄
地
頭
取
と
な
っ
て
こ
L
に
底
り
、
子
孫
代
々

相
襲
ぎ
、
康
正
の
頃
か
ら
結
城
氏
の
住
し
た
の
も
亦

問
所
で
あ
ら
う
。

フ
タ
ヲ
カ
ジ
ン
Z
.モ
ン
一
韻
悶
醤
右
衛
門
前
田

利
家
に
仕
へ
て
二
百
石
を
領
し
、
御
使
番
・
金
の
番

取
衆
と
な
り
、
後
足
醸
頭
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
寛
永
コ
一

年
夜
。フ

ク
ヲ
カ
チ
カ
ヨ
シ
福
岡
集
義
逝
稽
文
.
牛
、

後
欽
吾
。
加
賀
務
の
奥
カ
で
あ
っ
た
。
元
治
元
年
調

悶
惣
助
の
一
雪
国
を
信
じ
、
そ
の
書
類
を
取
次
ぎ
て
凶
蟻

の
端
を
生
じ
、
叉
惣
助
の
誼
恨
中
、
代
制
の
任
に
あ

り
な
が
ら
監
督
を
悌
り
て
他
務
の
士
と
曾
見
せ
し
め

た
等
の
こ
と
に
よ
り
、
十
周
閉
門
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、

鹿
限
三
年
二
周
宥
さ
れ
、
原
挟
一
一
一
分
の
ご
を
受
け
て

向
そ
の
家
に
界
居
し
た
。
明
治
元
年
三
用
集
義
越
恨

を
鮮
か
れ
て
拾
越
の
役
に
従
ひ
、
ご
年
十
周
金
棒
務

権
大
脇
に
任
じ
、
名
を
朝
倉
集
畿
と
い
ひ
、
報
い
で

大
臨
に
諮
み
、
十
二
年
八
回
n
六
日
五
十
二
歳
を
以
て

夜
し
た
。

フ
タ
ヲ
カ
ヨ
シ
チ
カ
韻
同
議
比
逝
都
惣
助
、

幼
名
菊
太
郎
。
天
保
二
年
五
周
サ
三
日
生
。
加
賀
滞

の
奥
カ
で
、
人
持
組
青
山
恵
次
に
臨
し
、
磯
首
七
十

石
を
受
け
た
。
義
比
資
性
頴
敏
な
る
を
以
て
、
闘
搾

房
請
等
の
一
時
縫
カ
を
得
た
時
、
揺
で
ら
れ
て
年
寄

中
席
執
築
と
な
り
、
安
政
元
年
に
は
非
人
小
屋
裁
許

と
な
っ
た
。
蹴
に
し
て
職
を
菟
ぜ
ら
れ
た
が
、
時
恰

も
幕
末
世
・
論
の
梯
腿
に
曾
し
、
議
胞
は
同
志
と
北
ハ
に

勤
王
の
誌
を
唱
へ
、
文
文
久
三
年
魚
掠
御
用
を
命
ぜ

ら
れ
、
八
周
浪
士
の
輩
飛
騨
に
集
合
す
る
の
風
聞
が

あ
っ
た
時
、
義
路
は
器
命
に
よ
り
之
を
探
っ
た
が
、

そ
の
事
費
な
き
を
知
・
0
、
直
に
海
内
の
形
勢
を
知
ら

ん
と
欲
し
、
姓
を
麓
じ
て
日
下
と
い
ひ
、
大
垣
務
の

老
臣
小
原
仁
兵
衡
を
訪
ひ
、
そ
の
添
替
を
得
て
京
師

圃

に
入
。
、
江
馬
天
江
の
家
に
匿
れ
、
本
山
七
郎
・
宮

邸
期
磁
等
志
士
と
曾
し
、
彼
等
の
紹
介
に
よ
っ
て
有

摘
川
宮
餓
仁
親
王
に
内
踊
し
、
詳
か
に
政
界
の
情
質

を
得
て
踊
っ
た
。
然
る
に
義
比
の
行
動
忽
ち
露
れ
、

諮
の
許
可
を
得
ず
し
て
但
に
続
行
し
た
搾
に
よ
り
そ

の
家
に
幽
せ
ら
れ
た
が
、
義
比
は
見
附
を
担
し
、
宗

家
の
従
弟
顧
問
集
義
を
溜
じ
て
青
山
惑
次
に
致
し
、

之
を
務
侯
悦
嗣
臨
場
に
上
っ
た
。
次
い
で
元
治
元
年

六
周
五
日
曾
様
滞
の
兵
等
、
京
都
に
於
い
て
浪
士
青

山
六
郎
を
舗
へ
た
が
、
六
郎
は
義
路
が
浅
野
屋
佐
平

を
経
て
治
っ
た
郵
簡
を
有
し
て
腐
り
、
そ
の
申
に
穴

郎
が
先
に
窃
か
に
金
持
に
来
っ
て
義
比
を
訪
う
た
こ

と
を
謝
し
、
文
某
親
王
を
介
し
て
義
路
の
罪
を
赦
し
、

民
つ
上
洛
を
命
ず
ぺ
〈
周
旋
せ
ん
こ
と
を
紛
ふ
と
の

意
を
述
べ
て
あ
っ
た
。
闘
っ
て
曾
津
侯
は
直
に
之
を

加
賀
務
に
報
ぜ
し
め
、
務
は
直
に
義
胞
を
そ
の
家
か

ら
様
致
し
て
寺
商
要
人
秀
閥
の
郎
に
倒
し
、
導
い
で

公
事
場
に
移
し
、
十
周
廿
六
日
生
胴
の
刑
に
践
し
た
。

後
明
治
一
一
年
務
義
胞
の
前
掠
を
赦
し
一
二
年
朝
食
集
義

〈
前
に
縞
附
氏
〉
の
子
苑
五
郎
ハ
後
景
光
〉
に
原
秩
三
分

の
ご
を
奥
へ
て
家
を
繕
が
し
め
、
サ
四
年
九
周
端
凶

制
枇
に
合
組
し
、
十
二
用
正
五
位
を
贈
ら
れ
た
。

プ
ゲ
イ
武
義
ハ
一
J

加
賀
滞

l
加
賀
滞
に
行
は

れ
た
武
惑
の
種
類
に
就
い
て
は
、
別
項
経
武
館
の
傑

に
之
を
掲
げ
た

0
4ケ
イ
プ
カ

Y

経
武
館
。

会
一
)
大
型
寺
務
!
大
器
寺
務
に
於
い
て
行
は
れ
た
武

惑
の
種
類
は
凡
そ
左
の
如
く
で
あ
る
。

剣
術
中
傍
流
・
心
陰
疏
・
心
涜
・
直
心
影
流
・
提
陰

流
・
五
起
流

槍
術
禽
泉
流
戸
叉
巌
泉
流
・
叉
正
知
疏
・
叉
軍
智

疏
〉
・
風
傍
流
・
五

J

坪
流
・
原
田
流
・
緑
町
流
・
佐
分
利

流
・
貨
統
院
流

弓
術
吉
田
流

11 

七
一
九

11 ' 


